
大
雨
の
影
響
で
０
月
、
横
須
賀
市
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
市
道
脇

の
崖
地
が
崩
れ
た
事
故
で
、
土
地
所
有
者
の
１
人
が
崖
地
の

寄
付
を
申
し
出
て
、
市
が
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
２８
日
、

分
か
っ
た
。
市
は
９
月
か
ら
防
災
工
事
の
手
続
き
に
乗
り
出

す
。
私
有
地
の
塵
崩
れ
対
策
は
所
有
者
の
責
任
で
行
う
の
が

原
則
で
、，ゝ
フし
た
寄
付
を
受
け
付
け
る
の
は
異
例
と
い
う
。

市
は

「崩
落
規
模
が
大
き
く
、
住
宅
地
に
つ
な
が
る
市
道
脇

の
斜
面
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
」
と
話
し
て
い
る
。

（山
崎
　
哲
、
解
説
も
）

壺
後
栂
面
の
一帯
墜
２
０
１

υ
年
度
、土
砂
災
害
防
止
法
に

考

く
土
砂
災
薔
警
戒
区
域
に

贅
た
。指
定
を
受
け
、危
険
の
周

知
や
警
穀
撻
彙
狂
詮
司
が
姜
藩
ξ
ヽ

れ
、市
は
■
年
３
月
に
ハ
ザ
ー

ト
マ
ッ
プ
を
作
成
し
た
。　
方

で
、崩
落
防
止
の
推
進
を
定
め

た
急
傾
斜
地
法
に
基
づ
く
「急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
」に
は

描
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、工
事
基

学
つ
重
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

優

量

亀

畷

省
、“
岩
呈
言
う
の
菫
壷
薇
坐
●
り
、

高
さ
５
研
以
上
ヽ
傾
斜
角
”
度

以
上
、
人
家
５
戸
以
上
な
ど
同

話
に
基
づ
く
指
定
基
準
や
、「自

裕
犀
」
で
あ
る
な
ど
の
工
事
基

準
を
満
た
せ
ば
、
県
に
よ
る
エ

事
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今

回
の
崖
地
の
大
部
分
は
工
事
基

準
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

市
で
も
個
別
に
助
成
制
度
を

設
け
て
い
る
が
、
上
限
は
５
３

５
万
円
で
、
多
額
の
自
己
負
担

が
生
じ
る
の
が
実
情
だ
。

今
回
の
崖
地
は
昨
秋
に
も
台

風
の
影
響
で
一部
が
崩
落
。
市

は
２
口
を
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
で
覆

う
な
ど
の
応
急
処
置
を
取
り
、

土
地
所
有
者
２
人
に
家
筆
対
策

を
”
じ
る
よ
う
呼
び
掛
け
て
い

た
。
６
月
の
崩
落
は
そ
の
最
中

に
起
こ
っ
た
。
崩
落
範
囲
は
高

さ
約
“
燎
、
幅
約
２０
層
で
け
が

人
は
な
か
っ
た
が
、
市
遺
が
約

麟藉

市
が
防
災
工
事
へ

１
カ
月
間
通
行
止
め
と
な
り
、

現
在
も
一
左
通
行
が
続
い
て
い

スつ。市
に
よ
る
と
、
私
費
で
防
災

工
事
を
行
え
ば
、
数
千
万
円
の

費
用
が
掛
か
る
。
こ
う
し
た
状

況
な
ど
か
ら
、
大
半
の
土
地
を

持
つ
所
有
者
１
人
が
７
月
中
旬

に
雪
持
を
申
し
出
た
。
市
は
斜

面
脇
の
市
遣
が
、
約
１
万
人
が

暮
ら
す
住
宅
地
に
つ
な
が
る
バ

ス
通
り
で
あ
り
、
再
び
崩
れ
た

市 に寄付 され る ことにな った靡落斜面。 現在、斜口脇 の市
童中央部 には高 さ約 4●の鉄 製防壼壁 が設 置 されて い る
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際
の
危
険
性
を
考
え
、
申
し
出

の
受
け
入
れ
を
決
め
た
。
私
有

地
の
管
理
は
土
塾
所
有
者
が
行

う
べ
き
と
い
う
原
則
を
踏
ま
え

る
と
、
異
例
の
措
置
と
な
る
。

市
は

「現
場
は
住
宅
地
へ
の
大

事
な
入
リ
ロ
。
す
ぐ
に
で
も
着

工
を
目
指
し
た
い
」
と
話
す
。

９
月
上
旬
に
業
者
と
契
約
を

結
び
、
契
約
後
１
カ
月
必
内
の

着
壬
轡
是
テ
。
表
層
を
コ
ン

ク
つ
０
朴
で
網
の
目
状
に
覆
う

一法
枠
工
」
と
い
う
工
法
を
用

い
る
。
来
年
３
月
中
旬
の
完
成

を
見
込
む
。

０２
年
度
に
国
土
不
捕
替
丹
ま̈

と
め
た
調
査
結
果
で
は
高
さ
５

デ
以
上
、傾
斜
角
３０
度
以
上
で
、

周
囲
に
人
家
が
あ
る
な
ど
の
条

件
を
満
た
し
、
崖
崩
れ
の
恐
れ

が
あ
る

「急
傾
斜
地
崩
壊
危
険

¨

噌
議
議
所
星
甥
一哺
「。霧
ヵ暫
も

崖
地
対
策
の
限
界
露
呈

解
税

Ｌ
醸

課

譲

を
受
け
入
れ
る
形
で
、
防
災
エ

事
の
手
続
き
に
乗
り
出
す
こ
と

レ」な
っ
た
。
し
か
し

「撃
ｍ
」

の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
、
私
有

地
の
崖
地
対
策
は
円
滑
に
進
ま

な
い
現
状
も
あ
ら
た
め
て
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
。

急
傾
斜
地
法
で
は
、
土
地
所

有
者
ら
が
、
産
地
の
崩
落
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
所
有
者

ら
に
よ
る
施
工
が
困
難
な
場

合
ヽ
産
地
の
高
さ
や
傾
斜
角
な

ど
危
険
区
域
の
指
定
基
準
な
ど

を
満
た
せ
ば
都
道
府
県
に
よ
る

工
事
が
行
わ
れ
る
。
所
有
者
ら

の
要
望
が
前
提
で
、
所
有
者
の

考
え
次
第
と
い
う
側
面
を
持

つ
。
一日
綸
体
に
よ
る
助
成
制
度

も
あ
る
が
、
基
準
や
上
限
が
決

め
ら
れ
て
い
る
。
規
模
や
工
法

に
よ
っ
て
は
多
額
の
自
己
負
担

が
発
生
す
る
た
め
、
利
用
の
ハ

ー
ド
ル
は
低
く
な
い
。

金
回
の
僕
聖
緯
都

の́
台
風

で
最
初
の
被
告
が
発
生
。
６
月

の
大
規
模
崩
落
で
は
、
地
元
住

民
か
ら
「危
険
を
感
じ
て
い
た
」

と
董
が
上
が
っ
た
が
、
行
取
側

は
所
有
者
責
任
の
原
則
を
貫
く

し
か
な
か
っ
た
。
市
関
係
者
は

コ
望
場
制
度
が
利
用
で
き
て
も

個
人
で
は
賄
い
き
れ
な
い
金
額

だ
が
、
所
有
者
に
保
全
を
促
す

ほ
か
な
い
」
と
現
行
制
度
の
限

界
も
口
に
し
た
。

今
回
、
危
険
性
や
住
民
へ
の

生
活
の
影
書
を
考
え
、
寄
付
を

受
け
入
れ
た
。
し
か
し
あ
く
ま

で
特
例
で
あ
り
、
寄
付
は
積
極

的
に
受
け
入
れ
な
い
考
え
に
変

わ
り
は
な
い
。
今
後
、
私
有
地

の
崖
地
の
安
全
対
策
を
い
か
に

効
果
的
に
進
め
る
か
。
各
地
に

共
通
す
る

コ値
澤
一
は
積
み
残

さ
れ
て
い
る
。

26年 8月 29日神奈川新聞


